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議案第７７号

福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営等の基準等を定める条例

の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改

正に鑑み，介護予防訪問介護の事業及び介護予防通所介護の事業の人員，設備及び運営等の

基準を廃止する等の必要があるによる。

福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営等の基準等を定める条例

の一部を改正する条例

　福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営等の基準等を定める条例（平

成２４年福岡市条例第７０号）の一部を次のように改正する。

目次中

「第２章　介護予防訪問介護

　第１節　基本方針（第５条）

　第２節　人員に関する基準（第６条・第７条）

　第３節　設備に関する基準（第８条）

　第４節　運営に関する基準（第９条－第１６条）

　第５節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１７条）

　第６節　基準該当介護予防サービスに関する基準（第１８条－第２１条） 」

を

「第２章　削除」に，「第２６条」を「第２５条の２」に，

「第７章　介護予防通所介護

　第１節　基本方針（第５１条）

　第２節　人員に関する基準（第５２条・第５３条）
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「第７章　削除」に，「第６５条・」を「第６４条の２－」に改める。

　第２章を次のように改める。

　　　第２章　削除

第５条から第２１条まで　削除

　第２３条第３項中「指定居宅サービス等基準条例第２３条第１項に」を「福岡市指定居宅サー

ビス等の事業の人員，設備及び運営の基準等を定める条例（平成２４年福岡市条例第６６号。以

下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第２３条第１項に」に改める。

　第３章第４節中第２６条の前に次の２条を加える。

　（内容及び手続の説明及び同意）

第２５条の２　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始

に際し，あらかじめ，利用申込者又はその家族に対し，事業の運営についての重要事項に

関する規程（以下「運営規程」という。）の概要，介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体

制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い，当該提供の開始について文書により利用申込者の同意を得なければな

らない。

　（提供拒否の禁止）

第２５条の３　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，正当な理由なく指定介護予防訪問入浴介

護の提供を拒んではならない。

　第２７条の次に次の４条を加える。

　（秘密保持等）

第２７条の２　指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は，正当な理由がなく，その業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者で

あった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう，必要な措置を講じなければならない。

　第３節　設備に関する基準（第５４条）

　第４節　運営に関する基準（第５５条・第５６条）

　第５節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第５７条）

　第６節　基準該当介護予防サービスに関する基準（第５８条－第６１条） 」

を　
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３　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，サービス担当者会議（福岡市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例（平成２６年福岡市条例第２８号）第１２条第３

項に規定するサービス担当者会議をいう。）等において，利用者の個人情報を用いる場合は

当該利用者の同意を，利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を，あらか

じめ文書により得ておかなければならない。

　（苦情処理）

第２７条の３　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，提供した指定介護予防訪問入浴介護に係

る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

２　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内

容等を記録しなければならない。

３　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し，法第

２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町

村の職員からの質問若しくは照会に応じ，及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調

査に協力するとともに，市町村から指導又は助言を受けた場合においては，当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。

４　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善

の内容を市町村に報告しなければならない。

５　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者

からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第

４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第１７６条第１

項第３号の調査に協力するとともに，国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を

受けた場合においては，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

６　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合

には，前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

　（事故発生時の対応）

第２７条の４　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問入浴介

護の提供により事故が発生した場合は，速やかに市町村，当該利用者の家族，当該利用者

に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。
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２　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついて記録しなければならない。

３　指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供

により賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。

　（暴力団員等の排除）

第２７条の５　指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は，暴力団員又は暴力団若しくは暴

力団員と密接な関係を有する者であってはならない。

２　指定介護予防訪問入浴介護事業所は，その運営について，暴力団，暴力団員及び暴力団

又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。

　第２８条を次のように改める。

第２８条　削除

　第３３条を次のように改める。

　（準用）

第３３条　第１節，第４節（第２７条の３第５項及び第６項並びに第２８条を除く。）及び前節の規

定は，基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。

　第３９条中「第９条，第１０条，第１３条から第１６条まで及び第２７条」を「第２５条の２，第２５条

の３及び第２７条から第２７条の５まで」に，「第９条中「訪問介護員等」」を「第２５条の２中「介

護予防訪問入浴介護従業者」」に改める。

　第４４条中「第９条，第１０条，第１３条から第１６条まで及び第２７条」を「第２５条の２，第２５条

の３及び第２７条から第２７条の５まで」に，「第９条中「訪問介護員等」」を「第２５条の２中「介

護予防訪問入浴介護従業者」」に改める。

　第４９条中「第９条，第１０条，第１３条から第１６条まで及び第２７条」を「第２５条の２，第２５条

の３及び第２７条から第２７条の５まで」に，「第９条中｢訪問介護員等」」を「第２５条の２中「介

護予防訪問入浴介護従業者」」に改める。

　第７章を次のように改める。

　　　第７章　削除

第５１条から第６１条まで　削除

　第８章第４節中第６５条の前に次の１条を加える。

　（緊急時等の対応）
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第６４条の２　介護予防通所リハビリテーション従業者は，現に指定介護予防通所リハビリ

テーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は，速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

　第６５条の次に次の１条を加える。

　（非常災害対策）

第６５条の２　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，非常災害に関する具体的計画

を立て，非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し，それらを定期的に従業者

に周知するとともに，定期的に避難，救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

２　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，前項に規定する具体的計画を立てる際

には，想定される非常災害の種類及び規模に応じ，それぞれ立てるよう努めなければなら

ない。

　第６６条中「第９条から第１１条まで，第１３条から第１６条まで及び第５５条」を「第２５条の２，第

２５条の３及び第２７条の２から第２７条の５まで」に，「第９条及び第１１条中「訪問介護員等」」

を「第２５条の２中「介護予防訪問入浴介護従業者」」に改める。

　第７９条中「第１０条，第１３条，第１４条，第１６条及び第２７条」を「第２５条の３，第２７条から第

２７条の３まで及び第２７条の５」に改める。

　第８７条の見出しを「（指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設）」に改め，同

条中「，指定介護予防通所介護事業所」を削り，「をいう。）」の次に「若しくは指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第２３条第１項

に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）」を加え，「指定介護予防通

所介護事業所等」を「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」に改める。

　第８８条第３項中「（指定居宅サービス等基準条例第９６条に規定する基準該当短期入所生活

介護をいう。以下同じ。）」を削る。

　第９１条第１項ただし書中「指定介護予防通所介護事業所等」を「指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所等」に改める。

　第９２条中「第１０条，第１３条，第１４条（第５項及び第６項を除く。），第１６条，第２７条」を「第

２５条の３，第２７条，第２７条の２，第２７条の３（第５項及び第６項を除く。），第２７条の５」に

改める。

　第９８条中「第１０条，第１３条，第１４条，第１６条，第２７条」を「第２５条の３，第２７条から第２７
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条の３まで，第２７条の５」に改める。

　第１０６条第３項を削る。

　第１１２条を次のように改める。

第１１２条　削除

　第１１４条中「第１３条，第１４条，第１６条，第２６条，第２７条」を「第２６条から第２７条の３まで，

第２７条の５」に改める。

　第１１６条中「指定介護予防サービス事業者」を「事業者」に改める。

　第１２２条中「第１３条，第１４条，第１６条，第２６条，第２７条，第７７条，第７８条及び第１１１条から

第１１３条まで」を「第２６条から第２７条の３まで，第２７条の５，第７７条，第７８条，第１１１条及び

第１１３条」に改める。

　第１２８条中「第９条，第１０条，第１３条から第１６条まで及び第２７条」を「第２５条の２，第２５条

の３及び第２７条から第２７条の５まで」に，「第９条中「訪問介護員等」」を「第２５条の２中「介

護予防訪問入浴介護従業者」」に改める。

　第１３１条中「第９条，第１０条，第１３条，第１４条（第５項及び第６項を除く。），第１５条，第１６

条及び第２７条」を「第２５条の２，第２５条の３，第２７条及び第２７条の２，第２７条の３（第５項

及び第６項を除く。），第２７条の４，第２７条の５」に，「第９条中「訪問介護員等」」を「第２５

条の２中「介護予防訪問入浴介護従業者」」に改める。

　第１３６条中「第９条，第１０条，第１３条から第１６条まで及び第２７条」を「第２５条の２，第２５条

の３及び第２７条から第２７条の５まで」に，「第９条中「訪問介護員等」」を「第２５条の２中「介

護予防訪問入浴介護従業者」」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

　（介護予防訪問介護に関する経過措置）

２　地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定

によりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号

に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）第５３条第

１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予
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防訪問介護（以下「旧指定介護予防訪問介護」という。）又は法第５４条第１項第２号に規定

する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問

介護若しくはこれに相当するサービス（以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。）に

ついては，この条例による改正前の福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及

び運営等の基準等を定める条例（以下「旧指定介護予防サービス等基準条例」という。）第

２章の規定は，平成３０年３月３１日までの間は，なおその効力を有する。

３　前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準条

例第６条第４項及び第８条第２項の規定は，旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が法

第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧指定介護予防訪問介護に相当

するものとして市町村が定めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受けてい

る場合について準用する。この場合において，旧指定介護予防サービス等基準条例第６条

第４項中「指定訪問介護事業者（福岡市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営

の基準等を定める条例（平成２４年福岡市条例第６６号。以下「指定居宅サービス等基準条例」

という。）第６条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）」とあるのは

「法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（前条に規定する指定介護予防

訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）に係る指定事業者」と，「指

定訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第５条に規定する指定訪問介護をいう。以下同

じ。）の事業」とあるのは「当該第１号訪問事業」と，「指定居宅サービス等基準条例第６

条第１項及び第２項並びに同条第３項の規定に基づく規則に規定する」とあるのは「市町

村の定める当該第１号訪問事業の」と，旧指定介護予防サービス等基準条例第８条第２項

中「指定訪問介護事業者」とあるのは「第６条第４項に規定する第１号訪問事業に係る指

定事業者」と，「指定訪問介護の事業」とあるのは「当該第１号訪問事業」と，「指定居宅

サービス等基準条例第８条第１項に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第１号訪

問事業の」と読み替えるものとする。

４　附則第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等

基準条例第１８条第４項及び第２０条第２項の規定は，旧基準該当介護予防訪問介護の事業と

法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧基準該当介護予防訪問介護

に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）を同一の事業所において一体的に運

営している場合について準用する。この場合において，旧指定介護予防サービス等基準条
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例第１８条第４項中「基準該当訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第１８条第１項に規定

する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。）の事業」とあるのは「法第１１５条の４５第１項第

１号イに規定する第１号訪問事業（基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町

村が定めるものに限る。）」と，「同項及び同条第２項並びに同条第３項の規定に基づく規則

に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第１号訪問事業の」と，旧指定介護予防サー

ビス等基準条例第２０条第２項中「基準該当訪問介護の事業」とあるのは「第１８条第４項に

規定する第１号訪問事業」と，「指定居宅サービス等基準条例第２０条第１項に規定する」と

あるのは「市町村の定める当該第１号訪問事業の」と読み替えるものとする。

　（介護予防通所介護に関する経過措置）

５　旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に

規定する介護予防通所介護（以下「旧指定介護予防通所介護」という。）又は法第５４条第１

項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定す

る介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス（以下「旧基準該当介護予防通所介

護」という。）については，旧指定介護予防サービス等基準条例第９条から第１１条まで（第

５６条及び第６１条において準用する場合に限る。），第１３条（第５６条及び第６１条において準用

する場合に限る。），第１４条第１項から第４項まで（第５６条及び第６１条において準用する場

合に限る。），第１４条第５項及び第６項（第５６条において準用する場合に限る。），第１６条（第

５６条及び第６１条において準用する場合に限る。），第７章，第８７条及び第９１条第１項の規定

は，平成３０年３月３１日までの間は，なおその効力を有する。

６　前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準条

例第５２条第３項及び第５４条第３項の規定は，旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が法

第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧指定介護予防通所介護に相当

するものとして市町村が定めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受けてい

る場合について準用する。この場合において，旧指定介護予防サービス等基準条例第５２条

第３項中「指定通所介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第５２条第１項に規定する指

定通所介護事業者をいう。以下同じ。）」とあるのは「法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定

する第１号通所事業（前条に規定する指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村

が定めるものに限る。）に係る指定事業者」と，「指定通所介護（指定居宅サービス等基準

条例第５１条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）の事業」とあるのは「当該第１号
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通所事業」と，「指定居宅サービス等基準条例第５２条第１項及び第２項の規定に基づく規則

に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第１号通所事業の」と，旧指定介護予防サー

ビス等基準条例第５４条第３項中「指定通所介護事業者」とあるのは「第５２条第３項に規定

する第１号通所事業に係る指定事業者」と，「指定通所介護の事業」とあるのは「当該第１

号通所事業」と，「指定居宅サービス等基準条例第５４条第１項及び第２項の規定に基づく

規則に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第１号通所事業の」と読み替えるもの

とする。

７　附則第５項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等

基準条例第５８条第３項及び第６０条第３項の規定は，旧基準該当介護予防通所介護の事業と

法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧基準該当介護予防通所介護

に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）を同一の事業所において一体的に運

営している場合について準用する。この場合において，旧指定介護予防サービス等基準条

例第５８条第３項中「基準該当通所介護（指定居宅サービス等基準条例第６８条第１項に規定

する基準該当通所介護をいう。以下同じ。）の事業」とあるのは「法第１１５条の４５第１項第

１号ロに規定する第１号通所事業（基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町

村が定めるものに限る。）」と，「同項及び同条第２項の規定に基づく規則に規定する」とあ

るのは「市町村の定める当該第１号通所事業の」と，旧指定介護予防サービス等基準条例

第６０条第３項中「基準該当通所介護の事業」とあるのは「第５８条第３項に規定する第１号

通所事業」と，「指定居宅サービス等基準条例第７０条第１項及び第２項の規定に基づく規則

に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第１号通所事業の」と読み替えるものとす

る。

　（旧指定介護予防サービス等基準条例の一部改正）

８　附則第５項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等

基準条例の一部を次のように改正する。

　　第５５条の次に次の１条を加える。

　　（事故発生時の対応）

第５５条の２　指定介護予防通所介護事業者は，利用者に対する指定介護予防通所介護の提

供により事故が発生した場合は，速やかに市町村，当該利用者の家族，当該利用者に係

る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。
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２　指定介護予防通所介護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならない。

３　指定介護予防通所介護事業者は，利用者に対する指定介護予防通所介護の提供により

賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。

４　指定介護予防通所介護事業者は，第５４条第１項に定める設備を利用し，夜間及び深夜

に，指定介護予防通所介護以外のサービスを提供したことにより事故が発生した場合は，

第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。


